
介護老人保健施設ファインハイム 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用重要事項説明書 

（令和６年１０月１日現在） 

１．施設の概要 

   ・施設名        介護老人保健施設 ファインハイム 

   ・開設年月日      平成１３年９月１０日 

      ・所在地        埼玉県さいたま市桜区大字宿３７２－１ 

・電話番号       ０４８－８５６－０００１ 

・ファックス番号    ０４８－８５６－０００５ 

      ・管理者        施設長 綿貫 重男 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（ １１５６５８００１３号） 

２．介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医

療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、利用者の

能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に

戻ることができるように支援すること、また、利用者が居宅での生活を１日でも長く

継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテ

ーション（介護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供し、在宅ケア

を支援することを目的とした施設です。 

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協

議によって、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画が作成されますが、

その際、利用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り

入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

上記に沿って、当施設では以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解い

ただいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設ファインハイムの運営方針］ 

「介護老人保健施設ファインハイムは、利用者の人格と人権を尊重し、且つ地域や 

家族との結びつきを大切にしながら清潔で明るい雰囲気の中で良質なケアを提供し、 

利用者の寝たきりを防止して日常生活上の自立を促し、家庭への復帰を目指して介 

   護と援助に当たる事を運営方針とする。」 

３．職員体制等 

（１）施設の職員体制 

 人数 業務内容 

・医  師 １．５人以上 利用者の健康管理、日常の診療等 

・看護職員 １４人以上 看護業務全般 

・薬剤師 ０．５人以上 調剤、薬剤管理 



・介護職員 ３６人以上 介護業務全般 

・支援相談員 ２人以上 相談業務全般、家族及び関係機関との

連絡調整等 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

 

３人以上 

  

リハビリテーション全般 

・管理栄養士 １人以上 栄養管理、献立の作成 

・介護支援専門員 ２人以上 施設ケアプランの作成等 

・事務職員 １人以上 事務全般 

（２）職員の勤務の体制 

  ①医師      日 勤  ９：００から１８：００ 

  ②看護職員    日 勤  ９：００から１８：００ 

           夜 勤 １６：３０から ９：３０ 

  ③薬剤師     日 勤  ９：００から１８：００ 

④介護職員    日 勤  ９：００から１８：００ 

           夜 勤 １６：３０から ９：３０ 

           深夜勤 ２１：００から ６：３０ 

           早 番  ６：３０から１５：３０ 

           遅 番 １２：３０から２１：３０ 

  ⑤支援相談員   日 勤  ９：００から１８：００ 

  ⑥理学療法士   日 勤  ９：００から１８：００ 

   作業療法士 

   言語聴覚士 

  ⑦管理栄養士   日 勤  ９：００から１８：００ 

  ⑧介護支援専門員 日 勤  ９：００から１８：００ 

  ⑨事務職員    日 勤  ９：００から１８：００ 

４．入所定員等  

（１） 入所定員（短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を含む）  

１５０名（うち認知症専門棟５０名） 

（２）療養室  特別個室 １室、 個室  ８室、２人室 ５室、３人室  １室、 

４人室  ３２室 

５．サービス内容    

（１）短期入所療養介護計画サービスの立案 

（２）食事サービス（食事は原則として、食堂でおとりいただきます。） 

  朝食：  ７時から 

  昼食：１１時４０分から 



  夕食：１７時２０分から 

（３）入浴サービス（一般浴槽のほか、車椅子使用の利用者には専用のリクライニング式 

車椅子で入浴できる特殊浴槽があります。利用者の身体の状況に応じて清拭となる場

合があります。） 

（４）医学的管理・看護サービス 

（５）介護サ―ビス 

（６）リハビリテーションサービス（理学療法、作業療法、言語療法、音楽療法、レクリ 

エーション） 

（７）相談援助サービス 

（８）送迎サービス 

（９）その他  

６．利用料金 

  別紙、「利用料金表」と「（介護予防）短期入所のご利用料金について」参照 

７．支払い方法 

 ・毎月１５日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いく

ださい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

 ・お支払い方法は、原則として口座振替となります。 

８．通常の送迎の実施地域  

通常の送迎の実施地域を以下の通りとする。 

   さいたま市（岩槻区を除く） 

９．身体の拘束等 

当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を廃止します。但し、当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、

当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった

理由を診療録に記載します。 

１０．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・ 協力医療機関      

名 称  指扇病院 

    住 所  埼玉県さいたま市西区宝来１２９５－１ 

  ・協力歯科医療機関 

    名 称  桜木歯科クリニック 

    住 所  埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 760 グリーンハイツ坂間 101  

  必要な場合には、その他の医療機関にも協力いただいております。 

１１．施設利用に当たっての留意事項 

  ・面会 



    毎日面会できます。時間帯は原則として、９時から１８時までです。 

    その他の時間帯での面会を希望される場合には事前にご連絡下さい。  

・外出 

  原則として、医師の承認が必要となります。出発日の前日までにお申し出下さい。 

・飲酒・喫煙 

  飲酒、喫煙はご遠慮いただいております。                          

・金銭・貴重品の管理 

  原則として、自己管理とさせていただきます。   

・医療機関への受診 

  短期入所療養介護サービス中は原則として医療保険が使えません。 

無断で医療機関での受診をしたり、投薬を受けたりする事はご遠慮していただき

ます。 

・ペットの持ち込み 

    ペットの施設内への持ち込みは、他の利用者に対する迷惑になりますのでご遠慮 

ください。 

１２．緊急時及び事故発生時の対応 

サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じ

ます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力 

医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険 

者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

１３．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、散水栓、非常放送設備、非常誘導設備、    

非常通報設備等 

  ・防災訓練  年２回以上（うち１回は夜間を想定した訓練） 

１４．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利 

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

１５．要望及び苦情並びに個人情報保護についての相談 

（１）当施設には、支援相談員が勤務していますので、お気軽に御相談下さい。 

電話 ０４８－８５６－０００１ 

（２）社会福祉法人 安誠福祉会 法人本部 

    住所  埼玉県桶川市若宮１－５－２ 

    理事長 今井 俊行 

    電話  ０４８－７８９－３２００ 



（３）外部での相談機関として以下の機関があります。 

・埼玉県国民保険団体連合会 苦情相談   

住所  埼玉県さいたま市中央区下落合１７０４ 

電話  ０４８－８２４－２５６８ 

・さいたま市役所 福祉部介護保険課 

住所  埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

電話  ０４８－８２９－１２６４ 

・さいたま市桜区役所 高齢介護課 

    住所  埼玉県さいたま市桜区道場４－３－１ 

    電話  ０４８－８５６－６１７７ 

１６．第三者による評価の実施状況 

・第三者による評価の実施状況  なし 

 

１７．個人情報の利用目的 

社会福祉法人安誠福祉会（以下「法人」という。）では、個人情報保護法及び法人の「個

人情報に関する基本方針」に基づき、施設及び事業所の入所者及び利用者（以下「利用者等」

という。）の個人情報の利用目的について、次のとおり特定するとともに、公表します。 

 

[法人内部の業務における利用目的] 

１ 法人が利用者等に提供する介護・福祉サービス 

２ 介護保険事務 

３ 施設及び事業所の管理運営業務のうち、次に掲げるもの 

 ① 利用者等の入退所等の管理 

 ② 会計・経理 

 ③ 事故や緊急時等の報告 

 

[他の事業者等との連携等における利用目的] 

１ 法人が利用者等に提供する介護サービスのうち、次に掲げるもの 

 ① 利用者等に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護 

  支援事業者、病院等との連携（サービス担当者会議等）や照会への回答 

 ② 検体検査、給食等の業務の委託 

 ③ 家族等への心身の状況説明等 

２ 介護保険事務のうち、次に掲げるもの 

 ① 審査支払機関へのレセプトの提出 

 ② 審査支払機関又は保険者からの照会への回答等 

 ③ 介護保険事務の委託（一部委託を含む。） 



３ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

[上記以外の利用目的] 

１ 施設及び事業所の業務のうち、次に掲げるもの 

 ① 介護・福祉サービスの改善のための基礎資料、各種統計資料等の作成 

 ② 職員の資質向上のための研修や事例の研究等 

 ③ 外部監査機関・第三者評価機関への提供 

 ④ 学生等の実習への協力 

１８．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 また、ご不明な点は支援相談員もしくは事務員にお気軽におたずね下さい。 

 

 

 


